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再整理事項に関する説明資料 

総務省統計局 

 

今回の変更では、「高齢者等のための設備等」（以下「本項目」という。）の選択肢に「浴室暖房乾

燥機」を追加することが計画されている。 

本項目は、従来、調査対象となった住戸に高齢者が居住しているかどうかに関わらず、当該住戸

における設備の設置状況を把握するための項目であり、「高齢者等のため」という記載は、報告者に

設備の設置目的をイメージしてもらうための代表的な例示に過ぎない。 

しかし、この「高齢者等のため」という記載があるために、逆に、高齢者がいない住戸が調査対

象になった場合、本項目全体について「記入しなくていい」と誤解される可能性が生じているので

はないか。 

 ついては、本項目に記入漏れが発生しないよう、項目名の変更等、適切な改善が必要ではないか。 

 

 

【回答】 

第１回部会での御指摘を踏まえ、本項目に記入漏れが発生しないよう、調査対象世帯に配布する

「調査票の記入のしかた」、オンライン回答世帯が利用する「電子調査票」及び調査員が使用する「調

査の手引」において、高齢者等がいない世帯であってもこれらの設備等について回答対象である旨

の注記を行う。 

 

 

〇令和５年住宅・土地統計調査 調査票甲（案）（調査票乙においては項番 17） 
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〇令和５年調査における「調査票の記入のしかた」への注記案 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇（参考）前回調査（平成30年）における「調査票の記入のしかた」の注記 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１回部会審議を踏まえた注記案 


